
国立公園事業の変更案件名一覧表 

番

号 

国立公園

名 
事業名 

審議会での 

諮問の要否 

事業執行者

(予定) 
事業規模 主な施設の内容 

諮問不要

の根拠 
備   考 

1 中部山岳 
乗
の り

鞍
く ら

高原
こうげん

駐

車場 
要 松本市 区域面積 2.0ha 駐車場 － 

事業決定（昭和 59 年 8 月 17 日環境庁告

示第 40 号）の変更

駐車場の再整備・乗鞍高原休憩所との執行

区域の整理 

2 中部山岳 冷
つめた

池
い け

宿舎 不要 民間 

区域面積 0.17ha 

最大宿泊者数 

150人/日 

宿舎 ２項２号 

事業決定（平成 5 年 1 月 12 日環境庁告示

第 2 号）の変更

既使用区域の反映 

3 中部山岳 岩魚
い わ な

留
ど め

宿舎 不要 民間 

区域面積 0.1ha 

最大宿泊者数 

30人/日 

宿舎 ２項１号 

事業決定（昭和 60 年 1 月 31 日環境庁告

示第 12 号）の変更

既存施設の把握 

4 瀬戸内海 
柿ヶ原
か き が は ら

博物展

示施設 
要 南あわじ市 区域面積 4.0ha 

博物展示施設、

駐車場、園地、

トイレ等

－ 

事業決定（昭和 58 年 12 月 5 日環境庁告

示第 85号）の変更 

駐車場等の整備 

5 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

園

地 
不要 

環境省 

伯耆町 
区域面積 6.0ha 

園路、案内版、

トイレ
２項４号 

事業決定（平成 3 年 7月 12 日環境庁告示

第 34号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更 

6 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

宿

舎
不要 民間 

区域面積 5.0ha 

最大宿泊者数 

1,000人/日 

宿舎、園地 ２項４号 

事業決定（平成 3 年 7月 12 日環境庁告示

第 34号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  



7 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

休

憩所 
不要 民間 区域面積 0.1ha 休憩舎、駐車場 ２項４号 

事業決定（平成 3 年 7月 12 日環境庁告示

第 34号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

8 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

野

営場 
不要 伯耆町 

区域面積 3.9ha 

最大宿泊者数 500

人/日 

総合案内所 ２項４号 

事業決定（平成 3 年 7月 12 日環境庁告示

第 34号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

9 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

ス

キー場 
不要 伯耆町 区域面積 18.4ha 索道、休憩所 ２項４号 

事業決定（昭和 60年 9月 5 日環境庁告示

第 42号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

10 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

駐

車場 
不要 

環境省、民

間 
区域面積 2.0ha 駐車場 ２項４号 

事業決定（平成 3 年 7月 12 日環境庁告示

第 34号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

11 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

索

道運送施設 
不要 伯耆町 

路線距離 0.5km 

最大輸送量 1,200

人/時 

索道、管理棟 ２項４号 

事業決定（平成 5 年 7月 19 日環境庁告示

第 62号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

12 大山隠岐 
桝水
ますみず

高原
こうげん

給

水施設 
不要 伯耆町 

区域面積 70ha 

給水量 600t/日 

取水井、配水池、

配水管 
２項４号 

事業決定（平成 3 年 7月 12 日環境庁告示

第 34号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

13 大山隠岐 

桝水
ますみず

高原
こうげん

御机
みつくえ

線 道 路

（車道） 
不要 鳥取県 

路線距離 8.0km 

有効幅員 5.5m 
車道 ２項４号 

事業決定（昭和 52年 12月 13 日環境庁告

示第 108号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

14 大山隠岐 
国賀
く に が

浜
は ま

船越
ふなこし

線
せ ん

道路（歩道） 
不要 島根県 路線距離 8.0km 歩道 ２項４号 

事業決定（昭和 56 年 7 月 20 日環境庁告

示第 66号）の変更 

公園計画との整合を図るための名称変更  

 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第55号
平成4年7月14日

環境庁告示第31号
昭和59年6月15日

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   0.8ha   

区域図   1/50,000

区域面積   2.0ha   

区域図   1/10,000

長野県南安曇郡安曇村（乗鞍高原集団
施設地区）

長野県松本市安曇（乗鞍高原集団施設
地区）

松本市

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

乗鞍高原駐車場

既設、 改設

備考
事業決定（昭和59年8月17日環境庁告示第40号）の変更
駐車場の再整備・乗鞍高原休憩所事業との執行区域の整理

中 部 山 岳 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

乗鞍高原駐車場



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

乗鞍高原駐車場 

中部山岳国立公園 

1:25,000 

0 500 1,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第30号
昭和59年6月15日

環境庁告示第32号
昭和59年6月15日

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   0.16ha   

最大宿泊者数   150人／日   

区域図   1/25,000

区域面積   0.17ha   

最大宿泊者数    150人／日   

区域図   1/25,000

富山県中新川郡立山町及び長野県大町
市（冷池）

富山県中新川郡立山町及び長野県大町
市（冷池）

民間

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

変更後

特別保護地区

宿舎

冷池宿舎

既設

備考

・事業決定（平成5年1月12日環境庁告示第2号）の変更
・既使用区域の反映
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な公立公園事業の決定について（令和４
年４月１日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第２項第二
号

中 部 山 岳 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

冷池宿舎



測 量 法 に 基 づ く 国 土 地 理 院 長 承 認 （ 複 製 ） R 6JHf 483 

本 製 品 を 複 製 す る 場 合 に は 、 国 土 地 理 院 の 長 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

中部山岳国立公園 

冷池宿舎



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第30号
昭和59年6月15日

環境庁告示第31号
昭和59年6月15日

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   200㎡   

最大宿泊者数   30人／日   

区域図   1/50,000

区域面積   0.1ha   

最大宿泊者数    30人／日   

区域図   1/25,000

長野県南安曇郡安曇村（𩸶𩸶留） 長野県松本市（岩魚留）

民間

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

変更後

第２種特別地域

宿舎

岩魚留宿舎

既設

備考

事業決定（昭和60年1月31日環境庁告示第12号）の変更
既存施設の把握
「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定について（令和4年
4月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第２項第一号

中 部 山 岳 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

岩魚留宿舎



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

岩魚留宿舎 

中部山岳国立公園 

１： 25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第31号
昭和61年9月11日

厚生省告示第355号
昭和43年8月23日

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   1.4ha   

区域図   1/50,000

区域面積   4.3ha   

区域図   1/25,000

兵庫県三原郡西淡町及び南淡町（柿ヶ
原）

兵庫県南あわじ市（柿ヶ原）

兵庫県、南あわじ市

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

変更後

第３種特別地域

博物展示施設

柿ヶ原博物展示施設

新設

備考
事業決定（昭和58年12月5日環境庁告示第85号）の変更
駐車場等の整備

瀬 戸 内 海 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

柿ヶ原博物展示施設



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

柿ヶ原博物展示施設 

瀬戸内海国立公園 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

桝水高原園地

既設

備考

・事業決定（平成3年7月12日環境庁告示第34号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原園地

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

環境省、伯耆町

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

区域面積   6.0ha   

区域図   1/25,000

鳥取県日野郡溝口町（桝水原集団施設
地区）

鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   6.0ha   

区域図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原園地 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   5.0ha   

最大宿泊者数   1,000人／日   

区域図   1/50,000

区域面積   5.0ha   

最大宿泊者数    1,000人／日   

区域図   1/25,000

鳥取県日野郡溝口町（桝水原集団施設
地区）

鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

民間

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

桝水高原宿舎

既設

備考

・事業決定（平成3年7月12日環境庁告示第34号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原宿舎



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原宿舎 

大山隠岐国立公園 

 
500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

桝水高原休憩所

既設

備考

・事業決定（平成3年7月12日環境庁告示第34号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原休憩所

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

民間

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

区域面積   0.1ha   

区域図   1/25,000

鳥取県日野郡溝口町（桝水原集団施設
地区）

鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   0.1ha   

区域図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原休憩所 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

桝水高原野営場

既設

備考

・事業決定（平成3年7月12日環境庁告示第34号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原野営場

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

伯耆町

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

区域面積   3.9ha   

最大宿泊者数    500人／日   

区域図   1/25,000

鳥取県日野郡溝口町（桝水原集団施設
地区）

鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   3.9ha   

最大宿泊者数   500人／日   

区域図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原野営場 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成２年３月８日

環境庁告示第12号
平成２年３月８日

桝水高原スキー場

既設

備考

・事業決定（昭和60年9月5日環境庁告示第42号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原スキー場

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

伯耆町

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

区域面積   18.4ha   

区域図   1/25,000

島根県日野郡溝口町（桝水原）
鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   18.4ha   

区域図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原スキー場 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

桝水高原駐車場

既設

備考

・事業決定（平成3年7月12日環境庁告示第34号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原駐車場

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

環境省、民間

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

区域面積   2.0ha   

区域図   1/25,000

鳥取県日野郡溝口町（桝水原集団施設
地区）

鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   2.0ha   

区域図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原駐車場 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[路線] [路線]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

路線距離   0.5km   

最大輸送量   1,200人／時   

路線図   1/25,000

路線距離   0.5km   

最大輸送量    1,200人／時   

路線図   1/25,000

［起点］鳥取県日野郡溝口町（桝水原集
団施設地区）

［起点］鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集
団施設地区）

［終点］鳥取県日野郡溝口町（桝水原集
団施設地区）

［終点］鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集
団施設地区）

伯耆町

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

桝水高原索道運送施設

既設

備考

・事業決定（平成5年7月19日環境庁告示第62号）の変更（公園計画との整合を図るた
めの整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和４
年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原索道運送施設



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原索道運送施設 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 

起点 

終点 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[区域] [区域]

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

環境庁告示第12号
平成2年3月8日

桝水高原給水施設

既設

備考

・事業決定（平成3年7月12日環境庁告示第34号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原給水施設

変更後

第２種特別地域

集団施設地区

伯耆町

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

区域面積   70ha   

給水量    600立方メートル／日   

区域図   1/25,000

鳥取県日野郡溝口町（桝水原集団施設
地区）

鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原集団施
設地区）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区域面積   70ha   

給水処理量   600立方メートル／日   

区域図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原給水施設 

大山隠岐国立公園 

500m 

1:25,000 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[路線] [路線]

環境庁告示第55号
昭和50年9月13日

環境庁告示第56号
昭和50年9月13日

桝水高原御机線道路（車道）

既設

備考

・事業決定（昭和52年12月13日環境庁告示第108号）の変更（公園計画との整合を
図るための整理）
・「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和
４年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

桝水原御机線道路（車道）

変更後

第１種特別地域、第２種特別地域

道路（車道）

鳥取県

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

路線距離   8.0km   

有効幅員    5.5m   

路線図   1/25,000

［起点］鳥取県日野郡溝口町（桝水原）
［起点］鳥取県西伯郡伯耆町（桝水高原・
車道合流点）

［終点］同県同郡江府町（御机・国立公園
境界）

［終点］鳥取県日野郡江府町（御机・国立
公園境界）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

路線距離   8.0km   

有効幅員   5.5m   

路線図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

 

桝水高原御机線道路（車道） 

大山隠岐国立公園 

起点 

終点 



環境省告示第74号

令和7年10月28日

[路線] [路線]

環境庁告示第43号
昭和55年9月19日

環境庁告示第43号
昭和55年9月19日
環境庁告示第43号
昭和55年9月19日

国賀浜船越線道路（歩道）

既設

備考

事業決定（昭和56年７月20日環境庁告示第66号）の変更（公園計画との整合を図る
ための整理）
「審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等について（令和４
年４月1日中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会決定）」第１項

大 山 隠 岐 国 立 公 園

事 業 変 更 書

国 立 公 園 事 業 の
名 称 及 び 種 類

変更前

国賀浜イザナギ浜線道路（歩道）

変更後

特別保護地区

第２種特別地域、第３種特別地域

道路（歩道）

島根県

参
考
事
項

公
園
計
画

施設計画

規制計画

国立公園事業者（予定）

工種

路線距離   8.0km   

路線図   1/25,000

［起点］島根県隠岐郡西ノ島町（国賀浜） ［起点］島根県隠岐郡西ノ島町（国賀浜）

［終点］島根県隠岐郡西ノ島町（船越・国
立公園境界）

［終点］島根県隠岐郡西ノ島町（船越・国
立公園境界）

事
業
変
更
事
項

国立公園事業の位置

国立公園事業の規模

添付図面

区間距離   8.0km   

路線図   1/50,000



測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 483 

本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。 
 

国賀浜船越線道路（歩道） 

大山隠岐国立公園 

起点 

終点 
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